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第82回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「会社の体制及び方針」
「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び「株主資本等変動計算書」「個別注記
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ウェブサイト（http://www.aida.co.jp/ir/event/index.html）に掲載することにより
株主の皆さまに提供しております。
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　会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
①当社が上記体制につき「内部統制システムの整備に関する基本方針」として平成27年４月10日開催の取締役会にお
いて決議した事項は次のとおりであります。
なお、当社は既に以下１から10までの各体制を整備しておりますが、引き続きこれを維持するとともにその充実

及び改善を図るものといたします。

1．当社の取締役及び使用人の職務執行の適法性を確保するための体制
当社においては、アイダグループ行動指針を定め、その推進のためコンプライアンス担当役員を任命し、その
下にコンプライアンス委員会を設置する体制により当行動指針の徹底を図り、さらに、業務部門から独立した内
部統制監査室を設置し当行動指針の実施状況等の調査を定期及び随時に実施する。
当社の役職員が法令違反等の疑義のある行為を発見した場合には、コンプライアンス委員を通じコンプライア
ンス委員会に報告され、重大性に応じて取締役会において再発防止策を策定する。
また、当社はアイダグループ企業倫理ホットライン制度運用規程に沿って、内部通報制度を充実させ、コンプ
ライアンス違反行為の未然防止、早期発見を図る。

2．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び当社社内規程に従い適切に保存・管理を行い、また、取
締役及び監査役は、当社社内規程に従い常時これらの文書を閲覧できるものとする。

3．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
安全、環境、防災、品質、コンプライアンス、輸出管理等に係るリスクについては各業務担当部門にて規則・
ガイドラインの制定、運用の監視等を行うことで対応し、当社及びグループ会社の全社的な事業の推進に係るリ
スクについては、取締役会、経営会議等において多面的に審議し、その決定に従い、対応する。

4．当社の取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
当社では当社グループの全社的な目標として年度方針を定め、取締役はその管掌部門においてその方針に基づ
いた部門別目標を策定し、その実施状況を取締役会又は経営会議にて報告する。
また、重要事項については各規則に定める職務分掌及び意思決定のルールに従い取締役会、経営会議等により
充分に審議をすることにより、関連部門における意思統一を得ることで当該事項の効率的な執行をする。

5．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社の子会社の取締役等の職務執行の効率性及び当社への報告のための体制
各グループ会社は、当社年度方針に沿って設定した目標とその実施状況について、毎年定期的に行われる事業
計画審議会で報告し、さらに業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告する。
グループ会社は、経営上重要な事項を決定する場合は、グローバル経営管理規程等に基づき、稟議書等で当社
に事前申請し、当社の承認を得るものとする。
(2) 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ会社は、法令若しくは社内ルールの違反又は当該会社あるいは当社に著しい損害を及ぼすおそれのあ
る事実を発見した場合は都度、当社に報告することとする。
(3) 当社の子会社の取締役及び使用人の職務執行の適法性を確保するための体制
当社は、グループ会社の遵守すべき事項をアイダグループ行動指針及びグローバル経営管理規程に定めるとと
もに、アイダグループ企業倫理ホットライン制度を導入し、グループ会社の職務執行の適法性を確保する。ま
た、当社管理部門は、グループ各社の遵守状況等をモニタリングする。
但し、グループ会社の当社への報告及び通報窓口の運用は、現地法に抵触しない範囲で実施するものとする。

6．当社の監査役の補助使用人とその独立性及び監査役指示の実効性に関する事項
監査役からの要請がある場合には、監査役の指示に従い職務を補助する専任の使用人を配置するものとする。
上記に定める使用人の人事異動及び人事考課については監査役の同意を必要とするものとする。また、当該使用
人の指揮命令権は監査役に属するものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
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7．当社の監査役への報告に関する体制
監査役は取締役会のほか経営会議等に出席し、重要な報告を受ける。
取締役については、法に定める場合の他、経営会議で決議された事項、当社及びグループ会社に著しい損害を
及ぼすおそれのある事項、毎月の経営状況として重要な事項、内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事
項、重要な法令・定款違反その他コンプライアンスに関する重要な事項等を発見したときは、その事実を監査役
会に報告する。
また、当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、当社の監査役監査基準に従い、各監査役の要請に応じて
必要な報告を行う。
当社及びグループ会社は、上記報告者が報告したことを理由として、不利な取扱いを受けないように、適切な
措置を取る。

8．当社の監査役監査の実効性を確保するための体制
監査役は代表取締役と定期的に会合をもち、また、必要に応じ都度取締役・使用人と協議し、又は報告を求め
ることができるものとする。
また、監査役の職務の執行について生ずる費用は、監査役監査基準に従い、予算化され、監査役が必要と認め
るときは、相当かつ合理的な範囲で、弁護士等外部専門家を起用し、その費用を事前又は事後に、会社に請求で
きることとする。

9．財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化策の一環として位置づけ、財務
報告の信頼性を確保するため、当社グループ全体の内部統制の整備・運用を行い、財務報告に係る内部統制の体
制整備と有効性向上を図る。内部統制監査室は、健全かつ適切な内部統制を確保するために、定期的かつ継続的
に内部統制の整備及び運用状況を評価し、必要な是正・改善措置を提言するものとする。

10．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断
する。
　

②内部統制システムの運用状況の概要
当社では、経営に与える影響が大きいと思われるリスクに関しては、取締役会・経営会議等でリスクを共有し必
要に応じ対応策の協議を行っております。当事業年度については、取締役会を11回、経営会議を20回開催いたしま
した。また、社内外に内部通報窓口を設けており、コンプライアンスの実効性向上に努めております。
グループ会社の経営管理につきましては、月次で各グループ会社の業績や施策の進捗状況が取締役会や経営会議
に報告されるとともに、各グループ会社で定期的に開催される経営会議の内容も本社経営陣と共有されています。
年に２回開催される事業計画審議会では本社と各グループ会社の経営幹部が一同に会し業績の進捗報告を行うとと
もに、各グループ会社の抱える課題やリスクが共有され、対応策が協議されています。更に、各グループ会社は四
半期ごとに、内部統制のモニタリング状況、コンプライアンス遵守状況等を内部統制監査室に報告し、経営陣、監
査役会、取締役会は同室からの報告に基づき必要に応じ対応策を講じております。
当事業年度において監査役会は9回開催されており、常勤監査役からの会社の状況に関する報告に加え、社外取締
役も交えた意見交換等が行われております。
このように、当社の内部統制システムは有効に機能していると判断しております。

　
（2）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
当社取締役会は、特定の者による当社の財務及び事業の方針の決定に影響を及ぼすことが可能な数の当社株式を
取得することを目的とする大規模な買付行為が行われようとする場合、これに応じるか否かは、株主の皆様の判断
に委ねられるべきものであると考えます。
しかし、当社の経営には、その主たる事業であるプレス機械事業に関する高度な専門知識を前提とした特有の経
営のノウハウや、各取引先及び顧客等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不可欠であり、当社
の財務及び事業の方針の決定を支配する者にこれらに関する十分な理解がなくては、株主共同の利益を毀損してし
まう可能性があります。
上記の大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価の妥当性に関して株主の皆様
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が短期間で適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが
不可欠です。
以上のことを考慮し、当社としましては、上記買付者は、株主の皆様の判断のために、当社が設定し事前に開示
する一定の合理的なルールに従って、当該買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、
当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該買付行為を開始すべきであると考えております。
また、大規模な買付行為の中には、当該買付行為が明らかに濫用目的によるもの又は不適切なものと認められる
ものもないとは言えません。当社は、係る買付行為に対して、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルール
に従って適切と考える方策を取ることも、株主共同の利益を守るために必要であると考えております（以上の考え
方を、以下「会社支配に関する基本方針」といいます）。

②当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みとして、下記③に記載しているもののほか、以
下の取組みを行っております。
当社グループは、成形システムビルダとして発展し、人と社会に貢献することを企業理念として掲げ、長期的に
成形システム分野で世界の「トップランナー」となることを経営戦略の柱とし、グローバル市場において多様な顧
客の異なる価値観・ニーズに対応する成形システム商品の技術開発・商品開発に注力しております。また、国内４
ヶ所の生産拠点に加え、海外ではアメリカ、イタリア、マレーシア、中国の計４ヶ所の生産拠点、更には世界19ヶ
国に展開する販売サービス拠点をフルに活用することで、世界中の顧客に対して高品質の商品とサービスを迅速に
提供しております。
平成29年度よりスタートした新中期経営計画（平成30年3月期～平成32年3月期）においては、前中期経営計画
における課題や環境変化を踏まえ、「AIDA新世紀に向けた新たな挑戦」をスローガンに掲げ、これまで構築してきた
成長基盤の強化と、成長分野への戦略投資を推進します。具体的には、①市場・顧客開拓、②商品競争力向上、③重
点事業強化、④グローバル業務体制高度化、⑤人財育成・開発、⑥成長基盤構築、という重点施策に取り組んでまい
ります。
当社グループは、このような取組みにより、金属その他各種素材に対応する独創的な成形システムの開発・製
造・販売・サービスを通じて、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーと長期的な信頼関係
を構築して、企業理念に掲げる人と社会への貢献を実現していく所存です。
上記取組みは、当社グループの企業価値を向上させ、その結果、株主共同の利益を著しく損なう大規模買付者が
現れる危険性を低減するものであるため、会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。また、このよ
うな取組みは、当社グループの企業価値を向上させるものであるため、株主共同の利益を損なうものではなく、当
社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えます。
　
③会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防
止するための取組み
当社は、当該取組みとして、平成28年５月12日開催の当社取締役会において、（ⅰ）特定株主グループの議決権
割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等（注１）の買付行為、又は（ⅱ）結果として特定株主グループ
の議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為(注２)（以下「大規模買付行為」といい、係る買付行為を行
う者を「大規模買付者」といいます）を対象とする大規模買付ルール（以下「大規模買付ルール」といいます）を
設定するとともに、大規模買付者に対する一定の対応方針（以下「本対応方針」といいます）を採用することを決
議し、平成28年６月28日開催の当社定時株主総会において承認をいただいております。
大規模買付ルールは、大規模買付者には、当該大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事
前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始すべきであると
しております。当社取締役会は、係る情報が提供された後、独立の外部専門家等の助言を受けながら大規模買付行
為について慎重に検討したうえで意見を形成し公表いたします(注３)。
本対応方針の下では、大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されなかった場合又は大規模買付ルールが遵
守された場合であっても、当該大規模買付行為が株主共同の利益を著しく損なうと判断され、対抗措置を発動する
ことが相当であると認められる場合には、当社取締役会は、新株予約権の発行その他所定の対抗措置をとる場合が
あります。
本対応方針の詳細につきましては、平成28年５月12日付プレスリリース「会社の支配に関する基本方針及び大規
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模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ：http://www.aida.co.jp）
をご参照ください。
（注１) 「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等又は同法第27条の２第１項に規定

する株券等のいずれかに該当するものを意味します。
（注２) いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。また、市場取引、公開買付け等の

具体的な買付方法の如何を問いません。
（注３) 必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社株主の皆様に

対し代替案の提示も行います。
　
④本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること、株主共同の利益を損なうものではないこと及び会
社役員の地位の維持を目的とするものではないこと並びにその理由

・本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること
本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為がなされた場合の対応方針、特別委員会の設置、株主
及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。
本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供するこ
と、及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始することを求め、こ
れを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。
また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が株主共同の利益を
著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、当該大規模買付者に対して当社取締役会は株主共同の利益
を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記しています。
このように本対応方針は、会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものであると言えます。

・本対応方針が株主共同の利益を損なうものではないこと
上記①記載のとおり、会社支配に関する基本方針は、株主共同の利益を尊重することを前提としています。本対
応方針は、係る会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じる
か否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障するこ
とを目的としております。本対応方針によって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができま
すので、本対応方針は株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。
さらに、本対応方針の発効・延長及び有効期限前の廃止が当社株主の皆様の承認を条件としており、当社株主が
望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が株主共同の利益を損なわないことを担保していると考
えられます。
なお、本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保
又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、
②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を充足しています。また、経済産業省に設置された
企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた
内容となっております。
・本対応方針が会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを
大原則としつつ、株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行
うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会
による対抗措置の発動は本対応方針の規定に従って行われます。当社取締役会は単独で本対応方針の発効・延長を
行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。
また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合等、本対応方針に係る重要な判断に際しては、
必要に応じて独立の外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構
成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。このように、本対応方針に
は、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きも盛り込まれています。
さらに、当社の取締役任期は１年であり、期差任期制は採用しておりませんので、本対応方針はスローハンド型
買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買
収防衛策）ではありません。
以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。
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連結株主資本等変動計算書
　

〔自 平成28年４月１日〕至 平成29年３月31日
（単位：百万円）

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成28年４月１日残高 7,831 12,416 48,783 △5,166 63,864
連結会計年度の変動額
剰余金の配当 － － △1,951 － △1,951
親会社株主に帰属する
当期純利益 － － 4,985 － 4,985

自己株式の取得 － － － △0 △0
自己株式の処分 － 3 － 8 11
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － 3 3,033 7 3,044
平成29年３月31日残高 7,831 12,420 51,817 △5,158 66,909
　
　

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

平成28年４月１日残高 3,043 159 1,211 333 4,748 145 68,758
連結会計年度の変動額
剰余金の配当 － － － － － － △1,951
親会社株主に帰属する
当期純利益 － － － － － － 4,985

自己株式の取得 － － － － － － △0
自己株式の処分 － － － － － － 11
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） 717 △235 △1,512 56 △974 6 △968

連結会計年度中の変動額合計 717 △235 △1,512 56 △974 6 2,076
平成29年３月31日残高 3,761 △75 △301 390 3,774 151 70,834
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連 結 注 記 表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社 24社

　新規設立に伴い、当年度より連結子会社が1社増加しております。

主要な連結子会社の名称
（ 日本 ）
㈱アクセス

（ アジア ）
アイダグレイターアジアPTE.LTD.
アイダエンジニアリング（M）SDN.BHD.
アイダホンコンLTD.、会田工程技術有限公司、会田鍛圧机床有限公司

（ 米州 ）
アイダアメリカCORP.

（ 欧州 ）
アイダS.r.l.

（2）非連結子会社の名称等

　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、一部の在外子会社は12月31日が決算日でありますが、これらの会社につき
ましては連結決算日における仮決算による計算書類にて連結しております。
その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）
時価のないもの 移動平均法による原価法

②デリバティブ 時価法
③たな卸資産
製品・仕掛品 主として個別法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）
原材料 主として先入先出法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）

　
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ２年～50年
機械装置及び運搬具 ２年～９年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（当社及び国内連結子会社は５年）に基づく定額法によっております。

③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（リース契約上に残価保証の取り決めがある場合
は、当該残価保証額）とする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として一般債権については貸倒
実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②製品保証引当金 製品の引渡後に発生する費用支出に備えるため、主として保証期間内にお
ける補修費用の見込額を計上しております。

③賞与引当金 従業員賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当年度の負担額
を計上しております。

④役員賞与引当金 役員賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当年度の負担額を
計上しております。

⑤受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当年度末時点で将来の損失が確
実に見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能なものにつ
いて、将来の損失見込額を計上しております。

⑥株式給付引当金 株式給付規程に基づく従業員への当社株式または金銭の給付に備えるた
め、当年度末における給付見込額を計上しております。
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（4）重要な収益及び費用の計上基準
工事契約に係る収益及び費用の計上基準
当年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工
事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については、主に工事完成基準を適用し
ております。

　
（5）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。
ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）
（ヘッジ対象）

為替予約
外貨建予定取引

ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定め
た内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一
定の範囲内でヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段との関係が直接的であるため、ヘッ
ジの有効性の評価を省略しております。

②退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、主に給付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年。ただし、一部の国内連結子会社については５年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌年度から費用処理しております。
　過去勤務費用については、その発生時に一括費用処理することとしております。

③消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

④連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

（表示方法の変更）
　 連結損益計算書関係
　前年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「保険解約返戻金」は、重要性
が増したため、当年度より区分掲記しております。
　なお、参考情報として記載している前年度の数値も同様に組替えを行っております。

　
（追加情報）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年
３月28日）を当年度から適用しております。
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 24,792百万円

２．固定資産の取得価格から直接控除した国庫補助金・保険金等による圧縮記帳累計額
建物及び構築物 943百万円
機械装置及び運搬具 889百万円
その他（工具器具及び備品） 1百万円

　
（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当年度末における発行済株式の種類及び総数
普通株式 73,647,321株

２．剰余金の配当に関する事項
　配当金支払額

　

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成28年６月28日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 1,951百万円 30.00円 平成28年３月31日 平成28年６月29日
　
　基準日が当年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌年度となるもの
　次の通り付議します。

　

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成29年６月19日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 2,603百万円 40.00円 平成29年３月31日 平成29年６月20日

３．当年度末の新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）に関する事項
　

発行決議日
（取締役会） 新株予約権の数 目的となる株式の種類および数

第 ５ 回 新 株 予 約 権 平成19年９月10日 15個 普通株式 15,000株
第 ６ 回 新 株 予 約 権 平成20年９月８日 21個 普通株式 21,000株
第 ７ 回 新 株 予 約 権 平成21年９月７日 47個 普通株式 47,000株
第 ８ 回 新 株 予 約 権 平成22年９月７日 41個 普通株式 41,000株
第 ９ 回 新 株 予 約 権 平成23年９月13日 33個 普通株式 33,000株
第 10 回 新 株 予 約 権 平成24年11月13日 37個 普通株式 37,000株
第 11 回 新 株 予 約 権 平成25年９月10日 29個 普通株式 29,000株
第 12 回 新 株 予 約 権 平成26年９月９日 20個 普通株式 20,000株
第 13 回 新 株 予 約 権 平成27年９月８日 20個 普通株式 20,000株
第 14 回 新 株 予 約 権 平成28年９月13日 25個 普通株式 25,000株
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に関する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達は金融機関からの借入
によっております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取
引は行なわない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されて
おります。またグローバルに事業展開をしていることから生じる外貨建の売掛金は、為替の変動リ
スクに晒されていますが、為替変動リスクを軽減するため、先物為替予約を利用してヘッジしてお
ります。
　有価証券である譲渡性預金はペイオフ（預金保険制度)の対象外となっておりますが、預入期間は
一年未満の短期としております。
　営業債務である買掛金、電子記録債務は、ほとんどが６ヶ月以内の期日であります。また、その
買掛金の一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替変動のリスクに晒されており
ますが、恒常的に同じ外貨建の営業債権の範囲内にあります。
　借入金は、主に設備投資、研究開発投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期日
は最長で５年以内であります。
　投資有価証券は、主として株式であり、価格変動のリスクに晒されております。
　デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替変動のリスクに対するヘッジ取引を目的
とした先物為替予約取引であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、債権管理規程に従い、営業債権について営業及びサービス担当部門が主要な取引先
の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社においても、当
社の債権管理規程に準じて、同様の処理を行なっております。
　デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティリスクを軽減するために、信頼
性の高い金融機関とのみ取引を行なっております。
　当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借
対照表価額により表わされています。

②市場リスクの管理
　当社グループは、外貨建の営業債権債務について、為替の変動リスクを回避するため先物為
替予約等によるヘッジをしております。
　デリバティブ取引については、デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定め
た内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしておりま
す。
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
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（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定において変動要因を織り込んでいるため、異なる前提
条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。「２．金融商品の時価等に関
する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すものではありません。

　
２．金融商品の時価等に関する事項

　平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通
りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めており
ません（（注２）を参照ください）。

（単位：百万円）
　

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 24,491 24,491 －
（2）受取手形及び売掛金、電子記録債権 23,891 23,891 －
（3）有価証券 2,000 2,000 －
（4）未収入金 1,276 1,276 －
（5）投資有価証券

その他有価証券 6,711 6,711 －
資産計 58,371 58,371 －

（1）買掛金、電子記録債務 8,811 8,811 －
（2）未払金 854 854 －
（3）短期借入金 2,970 2,970 △0
（4）長期借入金 1,500 1,505 5

負債計 14,135 14,141 5
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引（※） △167 △167 －
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引（※） 76 76 －

　

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
（1）現金及び預金
　預金は預入期間が短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（2）受取手形及び売掛金、電子記録債権
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）有価証券
　有価証券である譲渡性預金の預入期間は短期のため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

（4）未収入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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（5）投資有価証券
　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
　その他有価証券において種類ごとの取得原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次の通りで
あります。

（単位：百万円）
　

種類 取得価額 連結貸借対照表
計上額 差額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 1,343 6,711 5,367
小計 1,343 6,711 5,367

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 － － －
小計 － － －

合計 1,343 6,711 5,367

負 債
（1）買掛金、電子記録債務
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）未払金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）短期借入金
　これらの時価は元利金の合計額を新規に同様の借入を行なった場合に想定される利率で割り引いて算定する方法
によっております。

（4）長期借入金
　これらの時価は元利金の合計額を新規に同様の借入を行なった場合に想定される利率で割り引いて算定する方法
によっております。

デリバティブ取引
① ヘッジ会計が適用されていないもの
　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約
額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次の通りでありま
す。

通貨関連
（単位：百万円）

　

区分 デリバティブ取引の種類等
契約額等

時価 評価損益
うち１年超

市場取引
以外の取引

為替予約取引
売建

米ドル 1,308 － △61 △61
ユーロ 3,026 － 21 21
人民元 69 － △3 △3

　買建
米ドル 739 － △8 △8
円 2,152 － △116 △116
合計 7,295 － △167 △167

　

（注）時価の算定方法
為替予約取引 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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② ヘッジ会計が適用されているもの
　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又
は契約において定められた元本相当額は、次の通りであります。

通貨関連
（単位：百万円）

　

ヘッジ会計
の方法 デリバティブ取引の種類等 主な

ヘッジ対象
契約額等

時価
うち１年超

原則的
処理方法

為替予約取引

外貨建
予定取引

売建
米ドル 4,222 798 △109
ユーロ 3,305 347 166
円 132 1 1
人民元 2,022 475 17

買建
米ドル 58 － △0
円 373 － 3
ユーロ 230 － △3
ポンド 124 － 1
加ドル 72 － △0

合計 10,541 1,623 76
　

（注）時価の算定方法
為替予約取引 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる主な金融商品
（単位：百万円）

　

区分 連結貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 113

　

　これらについては、市場価格がなくかつ時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産（5）投資
有価証券」に含めておりません。

（賃貸等不動産に関する注記）
　
　開示すべき重要な賃貸等不動産はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
　
１株当たり純資産額 1,145円74銭
１株当たり当期純利益 80円82銭

　
（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定する為の「普通株式の自己株式数」においては、平成29

年３月31日現在において資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式3,384,000株を
自己株式として会計処理していることから、「１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数」および「普
通株式の期中平均株式数」は、当該株式を控除して算出しております。

（重要な後発事象に関する注記）
　
　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
　

〔自 平成28年４月１日〕至 平成29年３月31日
（単位：百万円）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
配当準備
積立金

研究開発
積立金

為替変動
積立金

株式消却
積立金

買換資産圧縮
積 立 金

平成28年４月１日残高 7,831 12,425 1 12,426 1,957 1,370 5,400 2,000 6,000 1,064

当期の変動額
買換資産圧縮積立金の取崩 － － － － － － － － － △20

税率変更に伴う買替資産圧縮積立金の増加 － － － － － － － － － 0

剰余金の配当 － － － － － － － － － －

当期純利益 － － － － － － － － － －

自己株式の取得 － － － － － － － － － －

自己株式の処分 － － 3 3 － － － － － －
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － 3 3 － － － － － △19

平成29年３月31日残高 7,831 12,425 4 12,430 1,957 1,370 5,400 2,000 6,000 1,044
　
　

株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成28年４月１日残高 6,710 8,541 33,044 △5,166 48,135 3,025 161 3,186 145 51,467

当期の変動額
買換資産圧縮積立金の取崩 － 20 － － － － － － － －

税率変更に伴う買替資産圧縮積立金の増加 － △0 － － － － － － － －

剰余金の配当 － △1,951 △1,951 － △1,951 － － － － △1,951

当期純利益 － 4,091 4,091 － 4,091 － － － － 4,091

自己株式の取得 － － － △0 △0 － － － － △0

自己株式の処分 － － － 8 11 － － － － 11

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － － － － － 717 △233 484 6 490

事業年度中の変動額合計 － 2,159 2,139 7 2,150 717 △233 484 6 2,640

平成29年３月31日残高 6,710 10,701 35,184 △5,158 50,286 3,742 △72 3,670 151 54,108
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項）

１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法
（2）デリバティブ 時価法
（3）たな卸資産

製品・仕掛品 個別法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）
原 材 料 先入先出法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）

　
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
（2）無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

　自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に
よっております。

　
（3）リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（リース契約上に残価保

証の取り決めがある場合は、当該残価保証額）とする定額法
　
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）製品保証引当金 製品の引渡後に発生する費用支出に備えるため、主として保証期間内
における補修費用の見込額を計上しております。

（3）賞与引当金 従業員賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当年度の負
担額を計上しております。

（4）役員賞与引当金 役員賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当年度の負担
額を計上しております。

（5）受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当年度末時点で将来の損失
が確実に見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能な
ものについて、将来の損失見込額を計上しております。
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（6）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上しております。
　退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであり
ます。
①退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当年度までの期
間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各年度の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌年度から費用処理しております。過
去勤務費用については、その発生時に一括費用処理することとして
おります。
・未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表にお
ける取り扱いが連結貸借対照表と異なります。

（7）株式給付引当金 株式給付規程に基づく従業員への当社株式又は金銭の給付に備えるた
め、当年度末における給付見込額を計上しております。

　
４．収益及び費用の計上基準
工事契約に係る収益及び費用の計上基準
　当年度末までの進捗部分について成果の確実性がみとめられる工事については工事進行基準
（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については、主に工事完成基準を適用
しております。

　
５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（1）ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）
（ヘッジ対象）

為替予約
外貨建予定取引

③ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定め
た内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一
定の範囲内でヘッジしております。

④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段との関係が直接的であるため、ヘッ
ジの有効性の評価を省略しております。

（2）消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

（3）連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しております。

（追加情報）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年
３月28日）を当年度から適用しております。
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（貸借対照表等に関する注記）
　
１．保証債務
　子会社の銀行取引に関する保証債務
アイダS.r.l. 5,784百万円

（48,293千ユーロ）
アイダアメリカCORP. 11百万円

（100千米ドル）
会田工程技術有限公司 1,229百万円

（75,505千人民元）

２．有形固定資産の減価償却累計額 17,951百万円
　
３．固定資産の取得価格から直接控除した国庫補助金・保険金等による圧縮記帳累計額

建 物 932百万円
構築物 0百万円
機械及び装置 889百万円
車両運搬具 0百万円
工具・器具及び備品 1百万円

　
４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 12,539百万円
短期金銭債務 2,949百万円

　
（損益計算書に関する注記）
　
　関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 16,537百万円
仕入高 7,926百万円
販売手数料 14百万円
その他の販売費及び一般管理費 207百万円
営業取引以外の取引高 1,806百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
　
　当年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 11,955,096株
　
（注）自己株式数については、平成29年3月31日現在において資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所

有する当社株式3,384,000株を自己株式数に含めております。
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（税効果会計に関する注記）
　
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳
繰延税金資産
関係会社株式評価損 3,057百万円
減価償却費 671百万円
たな卸資産評価損 295百万円
賞与引当金 203百万円
製品保証引当金 65百万円
長期未払金 76百万円
有価証券評価損 33百万円
ゴルフ会員権評価損 22百万円
その他 330百万円

繰延税金資産小計 4,756百万円
評価性引当額 △4,214百万円

繰延税金資産合計 542百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △1,606百万円
買換資産圧縮積立金 △461百万円
その他 △20百万円

繰延税金負債合計 △2,088百万円
繰延税金資産(負債)の純額 △1,546百万円

　
（リースにより使用する固定資産に関する注記）
　
　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
　

属性 会社等
の名称 住所

資本金
又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
割合

関係内容 取引の
内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社
アイダ
アメリカ
CORP.

アメリカ
オハイオ州

千米ドル
32,709

プレス機械
の製造・販
売・サービ
ス

直接100% 兼任
３名

（注１）
当 社 製 品
の 製 造委
託・販売
等

売上 6,522 売掛金 704

子会社 ㈱アクセス 石川県
白山市

百万円
50

電子制御装
置及び自動
装置システ
ムの製造・
販売

直接100% 兼任
１名

（注１）
当 社 製 品
の 製 造委
託等

売上 9 立替金 820

仕入 5,974 買掛金 1,740

子会社 アイダS.r.l. イタリア
ブレシア市

千ユーロ
30,000

プレス機械
の製造・販
売・サービ
ス

直接100% 兼任
３名

（注１）
当 社 製 品
の 製 造委
託・販売
等

（注２）
債務保証 5,784 ― ―

資金貸付 2,389 短期
貸付金 2,874

増資 454 ― ―

売上 3,176 売掛金 2,422

子会社
アイダグレ
イターアジ
アPTE.LTD.

シンガポール

千シンガポー
ルドル
300

プレス機械
の販売・サ
ービス

直接100% 兼任
１名

（注１）
当 社 製 品
の販売等

売上 1,297 売掛金 586

子会社
アイダエン
ジニアリン
グ
(M)SDN.BHD.

マレーシア
ジョホール州

千リンギット
64,842

プレス機械
の製造・販
売・サービ
ス

直接54.3%
間接45.7%

兼任
１名

（注１）
当 社 製 品
の 製 造 委
託・販売
等

売上 1,281 売掛金 289

受取
配当金 831 ― ―

子会社 アイダホン
コンLTD. 香港

千香港
ドル
660

プレス機械
の販売・サ
ービス

直接100% ―
（注１）
当 社 製 品
の販売等

売上 1,444 売掛金 656

子会社 会田工程技
術有限公司

中国
上海市

千人民元
168,857

プレス機械
の販売・サ
ービス

間接100% 兼任
１名

（注１）
当 社 製 品
の販売等

（注２）
債務保証 1,229 ― ―

子会社 会田鍛圧机
床有限公司

中国
江蘇省
南通市

千人民元
170,237

プレス機械
の製造・販
売

直接3.8%
間接96.2%

兼任
１名

（注１）
当 社 製 品
の 製 造 委
託・販売
等

資金貸付 2,500 短期
貸付金 2,500

売上 1,988 売掛金 1,264

　

（注１）当社製品の販売及び製造委託等については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
（注２）債務保証については、アイダS.r.l.及び会田工程技術有限公司の銀行取引について債務保証を行ったものであり、

「取引金額」は平成29年3月末残高であります。

（１株当たり情報に関する注記）
　
１株当たり純資産額 874円62銭
１株当たり当期純利益 66円33銭

　
（注）１株当たり純資産及び１株当たり当期純利益を算定する為の「普通株式の自己株式数」においては、平成29年

3月31日現在において資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式3,384,000株を自己
株式として会計処理していることから、「１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数」及び「普通株式
の期中平均株式数」は、当該株式を控除して算出しております。

（重要な後発事象に関する注記）
　

　該当事項はありません。
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